
（参 考）

平成２３年度地方債計画について

１ 策定方針

平成２３年度地方債計画は、極めて厳しい地方財政の状況の下で、地域に必要なサービスを確実

に提供できるよう地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、地方公共団体が、必要

性の高い分野への重点的な投資を行えるよう、公的資金の重点化と市場における地方債資金の調達

を引き続き推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることとして策定している。

２ 概 況

上記の方針に基づいて策定した結果、平成２３年度の地方債の総額は下表のとおり

， 、 ， 、 ． 。１３兆７ ３４０億円となり 前年度に比べて２兆１ ６３６億円 １３ ６％の減となっている

このうち、普通会計分は１１兆４，７７２億円で、前年度に比べて２兆１６７億円、

１４．９％の減となっている。

また、公営企業会計等分は２兆２，５６８億円で、前年度に比べて１，４６９億円、６．１％の

減となっている。

（単位：億円、％）

平成２３年度 平成２２年度 増 減 額 増 減 率

区 分
(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 １１４，７７２ １３４，９３９ △２０，１６７ △ １４．９

通常分 ３９，７７９ ４２，０７０ △ ２，２９１ △ ５．４

特別分 ７４，９９３ ９２，８６９ △１７，８７６ △ １９．２

臨時財政対策債 ６１，５９３ ７７，０６９ △１５，４７６ △ ２０．１

財源対策債 ９，４００ １０，７００ △ １，３００ △ １２．１

退職手当債 ３，９００ ４，９００ △ １，０００ △ ２０．４

調 整 １００ ２００ △ １００ △ ５０．０

公営企業会計等分 ２２，５６８ ２４，０３７ △ １，４６９ △ ６．１

総 計 １３７，３４０ １５８，９７６ △２１，６３６ △ １３．６

通常分 ６２，３４７ ６６，１０７ △ ３，７６０ △ ５．７

特別分 ７４，９９３ ９２，８６９ △１７，８７６ △ １９．２

（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。



３ 地方債計画の特色

(1) 補助事業等に係る地方債の一本化（主に都道府県分）

補助事業等に係る各種事業債については、地方公共団体の事業選択に対する中立性の確保や一

括交付金化の趣旨を踏まえ、都道府県分を中心に、原則として、公共事業等債に一本化すること

としており、地方公共団体の事務負担の軽減を図ることとしている。

(2) 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債

６兆１，５９３億円を計上している。

(3) 地域活性化事業の推進

「地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会」への転換を図る「緑の分権改革」を推進する

事業に加え、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなか

った分野（地方消費者行政、ＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）に

係る事業について、平成２７年度までの間、新たに対象とすることとしている。

(4) 地方債充当率の簡素化

① 地方道路等整備事業債

通常事業分（充当率７０％）と臨時事業分（充当率９５％）の区分を廃止し、充当率を９０％

に統一することとしている。

② 一般補助施設整備等事業債及び一般事業債

都道府県・指定都市の事業（充当率７０％）については、市町村の事業（充当率７５％）と

同じく、充当率を７５％にすることとしている。

(5) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進することと

し、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。

(6) 公債費負担対策

高金利の地方債の公債費負担を軽減するため、平成２４年度までの３年間で、１．１兆円程度

の年利５％以上の公的資金（旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金及び旧公営企業金融公庫資

金）の補償金免除繰上償還を行うこととし、必要に応じ借換債を発行できることとしている。

(7) 公営企業借換債の確保

旧公営企業金融公庫資金に係る公営企業借換債については、３００億円を計上している。



４ 地方債資金の確保

(1) 公的資金

公的資金については、その重点化・縮減を図りつつ、所要額を確保している。なお、臨時財政

対策債については、前年度と同じ割合の公的資金を確保している。

(2) 民間等資金

民間等資金については、その円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募

地方債及び住民参加型市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。

（単位：億円、％）

平成２３年度計画額 平成２２年度計画額 差 引 増 減 率

区 分

構成比 構成比 (A)-(B) (C)/(B)
(A) (B) (C) ×100

公 的 資 金 56,240 40.9 64,980 40.9 △ 8,740 △ 13.5

財 政 融 資 資 金 37,310 27.2 43,390 27.3 △ 6,080 △ 14.0

18,930 13.8 21,590 13.6 △ 2,660 △ 12.3地方公共団体金融機構資金

（国の予算等貸付金） ( 1,165) － ( 1,185) － (△ 20) (△ 1.7)

民 間 等 資 金 81,100 59.1 93,996 59.1 △12,896 △ 13.7

市 場 公 募 42,000 30.6 43,000 27.0 △ 1,000 △ 2.3

銀 行 等 引 受 39,100 28.5 50,996 32.1 △11,896 △ 23.3

合 計 137,340 100.0 158,976 100.0 △21,636 △ 13.6

（注） １ 市場公募地方債については、借換債を含め７兆２，０００億円（前年度比２，５００

億円、３．４％減）を予定している。

２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、地方道路整備臨時貸付金、災害援護資金など国の予

算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。
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